
 

 

 

毎月１回発行 

令和３年度 第５号（令和３年８月１日発行） 
 
 
 
 
 

 

◇  学校だより（朝日小学校） 

◇  わくわく館だより（わくわく館） 

◇  ぽけっと ７月号（子育て支援センター） 

◇  日帰りバスツアー ふるさと探訪 参加者募集（松本広域連合） 

◇  朝日の守り人通信(朝日村消防団) 

◇  学校支援ボランティア募集について（朝日小学校） 

◇  鉢盛山 ７月号（朝日村駐在所） 

◇  ぶどうの里だより（防犯協会） 

◇  ながの金融広報だより（長野県金融広報委員会） 

◇  ながのけん くらし〇得情報（長野県県民文化部） 

◇  交通しなの（交通安全協会） 

◇  コロナをおそれて過剰な反応になっていませんか？（法務省） 

☆回覧板はご覧になったら早めに次の方に回しましょう！ 
☆回覧板の情報は、「村ホームページ （http://www.vill.asahi.nagano.jp）」にも掲載！ 

朝 日 村 役 場 

お届けする内容 日程等 

◇ 令和３年度朝日村地震総合防災訓練について 9/5 

◇ 松本広域連合消防職員採用資格試験（初級）のおしらせ  

◇ ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯分給付金のご案内  

◇ 日赤 令和３年度活動資金・寄付金ご協力へのお礼  

◇ 生ごみの出し方・削減について  

◇ 農地貸します、売ります!! - 朝日村農地貸借等情報-  

◇ 「朝日村集落支援員」を配置しました  

◇ 第 12 回全国一斉不動産表示登記無料相談会のおしらせ 8/7 

◇ AYT 番組だより  

◇ 情報カレンダー（８月・９月）  

 

http://www.vill.asahi.nagano.jp/






 

 

来年４月以降に採用予定の松本広域連合消防職員採用資格試験（初級）を次のと

おり実施します。（ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、変更とな

る場合があります。） 

 

□ 募集内容 

試験区分 採用予定人員 受 験 資 格 

初級 消防 若干名 

平成１０年４月２日から平成１６年４月１日までに生

まれた人で、高等学校卒業程度の学力を有する人 

ただし、４年制大学卒業者及び４年制大学卒業予定者は

受験できません。 

 

□ 第 1 次試験（教養・適性・体力試験） 

⑴ 令和３年９月１９日（日） 

⑵ 場所：教養試験 松本市役所波田支所（松本市波田 4417-1） 

⑵ 場所：体力試験 松本市立波田中学校体育館（松本市波田 10098-1） 

 

□ 受験申込 

令和３年８月２７日（金）から９月３日（金）まで（期間内、必着）に、松本広

域連合事務局（松本市役所波田支所４階）へ、簡易書留で郵送してください。 

 

□ 試験案内・申込用紙 

松本広域連合ホームページ又は松本広域消防局ホームページから印刷し、使用

してください。 

※ 郵送希望の人は、１４０円切手を貼付し、送付先の住所、氏名を記載し

た角型二号の返信用封筒を同封のうえ、赤字で「試験案内希望」と明記し

てお早めに次の宛先へ請求してください。 

〒390-1401 松本市波田４４１７番地１ 

      松本市役所波田支所４階 

松本広域連合事務局総務課 TEL 0263-87-5460 

※ 試験案内はホームページでもご覧になれます。 

アドレス http://www.m-kouiki.or.jp 

     http://www.m-kouiki119.jp/matsu/MatsuServ 

松本広域連合消防職員採用資格試験（初級） 

申込期間：令和３年８月２７日（金）～９月３日（金）【必着】 



  

 

 

令和３年度分の住民税均等割が非課税である 

はい 

申請は不要です 

児童手当または特別

児童扶養手当の届出

口座へ振り込みます 

※公務員職場から児童手

当を支給している家計急

変者については申請が必

要となります 

いいえ 

令和３年度中に１６歳から１

８歳になるまでのお子さん

（障がいの状態にあるお子さ

んの場合は２０歳未満）※を

養育されている方で、令和３

年度分の住民税均等割が非課

税である 

令和３年度中に１８歳にな

るまでのお子さん（障がいの

状態にあるお子さんの場合

は２０歳未満）※を養育され

ている方で、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を受けて

令和３年１月以降に家計が

急変し、令和３年度分の住民

税均等割が非課税である方

と同様の事情にあると認め

られる（家計急変者） 

☆下記【参考目安】参照 

はい 

申請が必要です 

具体的な申請方法について【お問い合わせ先】にご確認の上、直接申請してください 

【お問い合わせ先】 朝日村役場 住民福祉課 住民福祉係  ☎９９－４１０２（直通） 

☆【参考目安】住民税均等割の非課税（相当）限度額 

家族構成例 非課税限度額（単位：千円） 

夫婦＋子１人 １，６８０ 

夫婦＋子２人 ２，０９７ 

夫婦＋子３人 ２，４９７ 

夫婦＋子４人 ２，８９７ 

夫婦＋子５人 ３，２９７ 

 

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分給付金のご案内 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなかで、低所得の子育て世帯に対し、その実

情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援

特別給付金（児童 1 人当たり一律５万円）を支給します。 

★支給対象者 

ひとり親世帯以外で令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている 

はい 

はい 

いいえ 

※令和３年４月１日以

降令和４年２月２８日

の間に生まれたお子さ

んを含む 



日赤長野県支部朝日村分区から 

 

 
 

毎年５月に赤十字推進活動が全国で展開されるに伴い、朝日村分区でも５月に地

区役員さんを通じた住民の皆様、村内事業所の皆様に新規社員の募集及び日赤活動

資金、寄付金へのご協力をいただき、本年度の目標額を達成することができました。 

心より御礼申し上げます。活動資金の内訳は下記のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本活動資金は、長野県支部へ全額送金済みとなっています。 
 

 

 

日本赤十字社は、国内災害救護を事業の柱として、国際救援、ボランティ

アの育成やとっさの手当を学べる講習会の普及など、「苦しんでいる人を

救う」ための活動をしている民間の団体です。 

ご協力いただきました日赤活動資金は、朝日村分区を通じて日赤長野県支

部に集約されますが、募集額の約 20％は各市町村に還元され、直接皆さま

の地域活動に役立てられます。また、募集額の約 80％は災害が発生した場

合の救護活動や救援物資の整備・配布など、様々な活動を通じて還元され

ています。 

 

 

令和３年度 

赤十字活動資金および寄付金 目標額 ５２１，０００円 
 

 

朝日村分区で皆様からご協力いただきました活動資金は 

活動資金２１８，５００円 寄付金３６０，８５０円 

合計 ５７９，３５０円となりました。 
 

 

朝日村役場 住民福祉課 健康づくり係  

電話：０２６３－９９－２５４０ 

ＦＡＸ：０２６３－９９－２７４５ 

電子メール：kenkouzukuri@vill.asahi.nagano.jp  

ご協力 

ありがとうございました！ 



朝日村役場 建設環境課 上下水道環境係 
電話：0263－99－4103 
ＦＡＸ：0263－99－2745 
電子メール：kensetsu@vill.asahi.nagano.jp  

 

 

 

 
 夏場のごみステーションは、暑さが原因で特に生ごみの嫌なにおいが発

生してしまいます。 

  生ごみを出すときは、次の点に注意して出してください。 

  

● ネット等でしっかりと水切りをする 

● ごみ袋の封はしっかり縛る 

● ごみ出しは当日の朝に出す 
 

 水切りが不十分だと、処理費用が増えてしまいます。 

少しでもごみを減らすため『生ごみ処理機（コンポスター）』の助成制度

を行っています。生ごみ処理機を活用してさらなるごみの削減へ繋げてい

きましょう！！ 

 

【 生ごみ処理機等購入助成 】 
 【対象品目】 

 
 ・生ごみ処理機 ・コンポスター ・ぼかし用容器等 
 

【補助金の限度額】 
 
 商品対象金額は３千円以上（消費税を含む）のもの 

購入金額（消費税を含む）の『２分の１以内１万円』を上限とします 

【申請に必要な書類】 
 

 ・申請書（様式第２号） 

 ・容器購入の領収書 

  ≪ 申請者氏名が記入されていること ≫ 

  ≪ 購入品目（コンポスター、生ごみ処理機等）、品目№等 ≫ 

 ・設置位置略図（第４条関係） 

 ・請求書（様式第４号） 

※申請用紙等はホームページまたは、建設環境課窓口で配布しております。 

 購入前にご相談ください。 

補 

助 

内 

容 

mailto:kensetsu@vill.asahi.nagano.jp


農地貸します、売ります!!
― 朝日村農地貸借等情報 ―

（令和３年７月26日現在）

　　農業委員会では農地を探している人への情報提供、遊休農地対策として、朝日村
　の農地を貸したい、売りたい情報を公開していきます。
　なお、利用目的は農地のみです。

【貸したい】
No. 地目
1 針尾 スケートリンク付近 田 3 筆 12 a
2 西洗馬 原新田堤付近 畑 1 筆 2 a
3 西洗馬 原新田堤付近 田 2 筆 7 a
6 西洗馬 上組 田 1 筆 2 a
7 西洗馬 西洗馬原 畑 2 筆 22 a
13 松本 今井（花見田） 田 2 筆 17 a
16 西洗馬 薬師堂付近 畑 2 筆 6 a
17 西洗馬 薬師堂付近 田 1 筆 3 a
22 小野沢 新田 田 1 筆 12 a
23 小野沢 新田 田 1 筆 17 a
26 古見 保育園の横 畑 1 筆 7 a
32 松本 今井（花見田） 田 8 筆 10 a
33 西洗馬 県道中組バイパス付近 田 1 筆 12 a
34 西洗馬 三ヶ組 田 1 筆 4 a
35 小野沢 川見田 田 1 筆 16 a
40 松本 今井（花見田） 田 3 筆 37 a
41 古見 中古見 田 2 筆 13 a
42 小野沢 新田 田 1 筆 6 a
45 西洗馬 中組 田 1 筆 10 a
46 針尾 保育園の横 田 1 筆 8 a

【売りたい】
No. 地目
1 西洗馬 西洗馬原 畑 2 筆 25 a
4 西洗馬 下洗馬 畑 1 筆 9 a
5 西洗馬 西洗馬原（集荷所付近） 畑 1 筆 43 a
6 西洗馬 西洗馬原 畑 1 筆 8 a
7 西洗馬 上組 畑 2 筆 18 a
8 古見 古見原 畑 1 筆 9 a
9 古見 古見原 畑 2 筆 17 a
10 古見 古見原 畑 1 筆 6 a
11 西洗馬 三ヶ組 田 2 筆 6 a
12 西洗馬 三ヶ組、西洗馬原（複数個所） 畑 8 筆 64 a
13 小野沢 新田 田 1 筆 20 a
14 松本 今井（花見田） 田 8 筆 10 a
15 古見 古見原 田 1 筆 9 a
16 古見 古見原 畑 2 筆 19 a
17 古見 中古見 田 2 筆 13 a
20 西洗馬 西洗馬原 畑 3 筆 39 a
21 西洗馬 原新田堤付近 田 1 筆 7 a
22 西洗馬 古見原 畑 2 筆 25 a
23 小野沢 新田上 田 3 筆 27 a

・ 詳細については農業委員会事務局窓口で閲覧できますので、貸借等の希望者は

詳細を確認後、窓口でお申し込みください（毎月15日が締め切り日です）

・ 情報を公開したい、農地を借りたい等お問合せは、地元農業委員、農地利用最適

化推進委員または事務局までお問合せください

農地の所在地 面積筆数

農地の所在地 筆数 面積

朝日村農業委員会事務局
電話：０２６３－９９－４１０４
ＦＡＸ：０２６３－９９－２７４５
電子メール：sangyou@vill.asahi.nagano.jp



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆集落支援員配置の目的 

 令和３年度から、朝日村では「集落支援員制度」を導入した集落対策に取り組みます。

昨年度、「協働のむらづくりハンドブック」を作成し、魅力ある村として持続していくた

めに、村民と団体・企業と行政がお互いに手を取りあいながら、「協働」して地域の課題

に取り組んでいくことの大切さをお伝えしました。 

 この「協働のむらづくり」を進めるための一つの手段が「集落支援員」の配置です。 

住民が郷土愛を育み、集落が自主的に課題を解決できる体制をつくるため、「集落支援員」

という外部人材を任用します。 

 

 

◆集落支援員の主な活動内容 

村及び地域住民と連携して行う集落支援活動は以下の事業を想定しています。 

(１) 集落の状況調査及び点検に関する活動 

(２) 集落の課題の把握及び抽出に関する活動 

(３) 地域住民間における話合い活動及び協働の推進に関する活動 

(４) 地区防災会、地域福祉、集落の振興施策への協力に関する活動 

(５) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める活動 

 

 

◆集落支援員 

氏 名 任 期 事 務 所 電話番号 

高橋 清人  
R3.7.12～R4.3.31 古見集落センター 55‐8665 

柳沢 明  

 

 

◆村民の皆さんへ（お願い） 

今年度、集落支援員は村をはじめ区・地区と連携し、集落の巡回や状況把握、自主防

災会などについて取り組みます。 

具体的には、各地区での会議への参加や、地区内の住宅を訪問し、直接地域の課題等

を聞き取ることなどを想定しています。 

協働のむらづくり をすすめるために 

「朝日村集落支援員」を配置しました 

朝日村役場 企画財政課 企画係 
電話：０２６３－９９－４１０７ 
ＦＡＸ：０２６３－９９－２７４５ 
電子メール：kikaku@vill.asahi.nagano.jp 

 

mailto:kikaku@vill.asahi.nagano.jp


令和 3 年６月３０日 
 

朝日村の皆様へ  
 

長野県土地家屋調査士会松本支部 
支部長 筒井 賢一  

 
 

第１２回全国一斉不動産表示登記無料相談会 
松本会場開催のご案内 

 
 
拝啓 梅雨の候、時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。 

さて、長野県土地家屋調査士会松本支部では、標記の相談会を下記の日程で開
催いたします。 
日頃、自分の土地の面積を知りたい、お隣との境界を確認したい、建物に関す
る登記等の悩みがありましたら、是非この機会にご相談ください。 

土地家屋調査士が不動産に関する相談にお応えします。 
 

 

敬 具 
 

記 
 
１，日時   令和３年８月７日 土曜日  
 
２，受付   １３時３０分～１５時３０分 （終了 １６時） 

相談時間１件３０分まで  
 
３，場所   中町・蔵シック館  

〒３９０－０８１１ 
松本市中央２－９―１５ 
 

４，予約先  長野県土地家屋調査士会事務局 
（０２６）２３２－４５６６まで 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時  
(正午～1 時を除く)迄 祝祭日を除く 
 

 

 

 

 

 以 上 
 

［本件に関するお問い合わせ先］ 
 長野県土地家屋調査士会松本支部 事務局（百瀬） 

  電話番号  ０２６３－３６－１５９０ 
  FAX 番号  ０２６３－３６－３９６７ 
  E－mail   matuchou@sirius.ocn.ne.jp 

受付時間  午前 9 時～１２時迄 祝祭日を除く 



 

朝日村自主番組（令和３年８月）番組だより 
 

※各番組の放送時間は電子番組表にてご確認ください。 

（テレビのリモコンの「番組表」ボタンを押して地上デジタル「121」番組欄をご確認下さい） 
 

地上デジタル12ｃｈ（番組内容は変更となる場合がありますのでご了承ください。） 

☆レギュラー番組 

 ○朝日村週刊ニュース   （月）～（日）  

  ・村の一週間分の会議やイベントの様子をお届けします。金曜日に最新のニュースに更新。 

 ○山形村週刊ニュース   （火） 

  ・おとなり山形村の話題をお届けします。山形村番組提供 

 ○テレビ松本ニューストピックス （水） 

  ・テレビ松本エリアの市村の話題をお届けします。テレビ松本番組提供 

 ○ぐるっとふるさと信越  （木） 

・長野県、新潟県のケーブルテレビ局が制作した各局地域の話題をお届けします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

☆特 別 番 組 

７/31日（土）、 8/１日（日）・・・国税の窓（松本税務署広報番組） 

7日（土） 、8日（日）・・・まるごと信州情報ネット８月分 

14日（土）、15日（日）・・・新型コロナウイルスワクチン接種について 

（長野県広報番組） 

21日（土）、22日（日）・・・信州のチカラ（長野県広報番組） 

28日（土）、29日（日）・・・あさひっこプラススペシャル 

視聴申込・障害対応などのお問い合わせ        

 テレビ松本塩尻支社 電話５４－３０５０ 

番組に関する問い合わせ          

役場総務課 電話９９－４１０１ 



8月村内行事情報カレンダー
内　　　容　（　時　間　･　場　所　等　）

1 （ 日 ） 野村剛展（8/29まで　朝日美術館） 朝日美術館 99‐2359

2 （ 月 ）

3 （ 火 ）

4 （ 水 ）

5 （ 木 ）

6 （ 金 ）

7 （ 土 ） 野村剛展ギャラリートーク（13:30　朝日美術館） 朝日美術館 99‐2359

8 （ 日 ） 山の日

9 （ 月 ） 振替休日

10 （ 火 ）

11 （ 水 ）

12 （ 木 ）

13 （ 金 ）

14 （ 土 ） 地区対抗野球大会（7：30　運動広場グラウンド） 教育委員会 99-4105

15 （ 日 ）

16 （ 月 ）

17 （ 火 ）

18 （ 水 ）

19 （ 木 ）

20 （ 金 ）

21 （ 土 ）

22 （ 日 ）

23 （ 月 ）

24 （ 火 ）

25 （ 水 ）

26 （ 木 ）

27 （ 金 ）

28 （ 土 ）

29 （ 日 ）

30 （ 月 ）

31 （ 火 ）

村内のお出かけには「くるりん号」が便利です！！

ご予約はこちら　電話：52-2500　（午前8：00～午後5：30）

問合せ先



9月村内行事情報カレンダー
内　　　容　（　時　間　･　場　所　等　）

1 （ 水 ）

2 （ 木 ）

3 （ 金 ）

4 （ 土 ）

5 （ 日 ）

6 （ 月 ）

7 （ 火 ）

8 （ 水 ） 村議会9月定例会開会　（9：00 役場） 議会事務局 99-2001

9 （ 木 ） カミジョウミカ展オープン（9:00　朝日美術館） 朝日美術館 99‐2359

10 （ 金 ）

11 （ 土 ）

12 （ 日 ）

13 （ 月 ）

14 （ 火 ）

15 （ 水 ） 村議会9月定例会一般質問（9：00 役場） 議会事務局 99-2001

16 （ 木 ）

17 （ 金 ） 村議会9月定例会閉会　（9：00 役場） 議会事務局 99-2001

18 （ 土 ）

19 （ 日 ）

20 （ 月 ） 敬老の日

21 （ 火 ）

22 （ 水 ） 朝日村戦没者慰霊祭（10:00　中央公民館）	 住民福祉課 99-4102

23 （ 木 ） 秋分の日

24 （ 金 ）

25 （ 土 ）

26 （ 日 ）

27 （ 月 ）

28 （ 火 ）

29 （ 水 ）

30 （ 木 ）

村内のお出かけには「くるりん号」が便利です！！

ご予約はこちら　電話：52-2500　（午前8：00～午後5：30）

問合せ先



【家庭数配付】                                      ＜令和３ No.４＞ 令和３年７月１６日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日村立朝日小学校 

学校だより 
「鉢盛山より大きな心で かがやくひとみのあさひっこ」  

◇ゆたかな心 ◇すこやかな体 ◇たしかな学力      

１学期が終わります。子

ども達が、１学期に初めて

体験したことをお伝えしま

す。２学期もたくさんの体

験ができますように！ 

一学期、初めて体験したこと 

１年生 散歩に行きました！ 
 １年生は、みんなで散歩に出かけました。芦

の久保のふれあい公園に行って、水辺で遊んだ

り、羊を飼っているお家を訪問して、羊と触れ

合ったりしました。入学してから、ほとんど学

校から出ることがなかった１年生。初めて行っ

たお散歩で、自然の中で思いっきり遊べて、大

満足でした。２学期もたくさんお出かけできる

といいです。 

１年生は学校でヤギを２頭飼い始めました。  

４年生 川での体験学習をしたよ。 

４年生は、せせらぎサイエンスの学習を行 

いました。村の方々の協力をいただいて、川 

に住む小さな生き物たち探しをしました。 

「いたー！」「いたー！」と歓声をあげ、みん 

な夢中で目を輝かせて学習していました。 

前日には、５年生と一緒に、ヤマメの稚魚 

の放流体験もしました。４年生は２日続きの 

川での学習となりました。昨年、体験学習が 

できなかった４年生。今年は、たくさんでき 

てうれしそうでした。 

２年生 初めての学校のプール 

 感染対策をばっちりして始まった水泳学

習。１年生の時に、水泳学習ができなかった２

年生は、今年が初めての学校のプールです。保

育園とは違う大きなプールに、おっかなびっ

くりだった２年生ですが、あっという間に全

員水に顔がつけられるようになり、２年分上

手になりました。今年は、雨続きだったけど、

室内プールのおかげで、たくさんプールに入

ることができました。来年は大プールです。 



＜文責：小柳津 由紀（教頭）＞ 
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【８月の主な予定】 
○２学期始業式（２０日） ○４校ＰＴＡ連絡協議会（２１日） 

○ＰＴＡ街頭指導（２３日・２４日） ○ＰＴＡ常任委員会（２６日） 

○学校支援ボランティアの会（２７日）   ○ふるさと道場（３１日） 

 

３年生 習字に挑戦。 
 ３年生から始まる毛筆を使った書写の授

業。日本の伝統文化に触れることと、毛筆で

丁寧に書くことで、硬筆の文字を美しく書

けるようにすることの２つの目的がありま

す。使い慣れない筆を使っての書写は大変。

鉛筆なら簡単に書ける文字でも、毛筆だと

なかなかうまくいきません。でも、３年生

は、みんな良い姿勢で、しっかり筆を立て、

一生懸命に取り組んでいました。 

６年生 解剖しました。 
 ６年生の理科では、初めて「解剖」を行

い、動物の体内の仕組みを勉強しました。解

剖ばさみを使って、魚の腹を切り、少しずつ

丁寧に内蔵を取り出していきます。解剖は、

強烈に印象に残る学習で、６年生の大きな

イベントの１つと言っても過言ではないで

しょう。今年の６年生も、わーわー言いなが

らも、丁寧に上手に解剖していました。 

５年生 難関「玉結び・玉どめ」 

 ５年生では、初めて家庭科の学習が始ま

ります。自分達の生活（衣食住に関するこ

と、時間やお金の使い方など）に関すること

を体験を通して学んでいく教科です。年々

おしゃれになる裁縫道具を買ってもらっ

て、裁縫に挑戦です。最初の難関は「玉結び

と玉留め」ですが、みんな上手にクリアして

いました。５年生は器用です。  

保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力のおかげで、無事に１学期が終了します。

みんなで集まる行事を控え、パワーの充電を図った１学期でした。２学期は、行事が目白
押し。「今できること」を「今できる方法で」精一杯、楽しんでいきたいと思います。 

夏休み中も、感染対策に力を入れ、２学期、全員揃って元気に会いましょう！ 
充実した夏休みをお過ごしください。 



 

 

 

 

 

 

 

 梅雨時は長雨や集中豪雨による被害が発生した他県もあり、自然災害の怖さに胸の痛みを感じつつ、身近に災

害のないことを願うばかりです。さて、わくわく館では夏休み中の児童の受け入れを整え、生活リズムが普段通

り過ごせる様に取り組んでいます。職員の「救急法講習会」では主に熱中症予防と対応について山形消防署員の

方から、水分補給に十分気を配る事等を学びました。また、「エピペン講習会」では緊急時の対応について学び

ました。暑さも一段と厳しくなり食欲不振にもなりがちですが、朝食は毎日摂り元気で暑い夏を過ごしましょう。 

徐々に宿題の内容も難しくなってきています。しっかり学習する能力が身につくようになってほしいと思います。  

休み中の宿題もわくわく館で毎日やれるように頑張りましょう。お忙しい中ですが宿題の確認をお願いします。 

                                         ＜ 館長 ＞ 

 

 

 わくわく館では６月 23日、にじいろキッズ児童も合同で避難訓練を実施しました。 

訓練を行う前の子ども集会にて、館長から「避難訓練をする意味」や「避難訓練時の 

説明」があり、ベルがいつ鳴るのか分からない状況の中で子ども達はドキドキしながら 

訓練開始までの時間を過ごしていました。   

訓練開始時には職員の真剣さが伝わったのか、子ども達も無言で放送の言葉を聞き、 

職員の指示に従ってスムーズに避難が出来ました。 

中にはベルの音が大きくて怖くなってしまった１年生と手を繋ぎ、一緒に避難して 

きた３年生の姿もみられました。 

 訓練後には避難の様子を見守り、確認してくださったオーエム防災の方から訓練の感想を頂き、質疑応答では 

１年生も進んで手を上げて質問をしていました。 次回の避難訓練は 11月末頃に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝日村子育て支援センター わくわく館 

TEL 99-4188  FAX 99-4189 

わくわく館だより 

朝日村放課後児童クラブ 

令和３年 ８月号 

今年の夏休みも元気いっぱいの子ども達が大勢来館しており、 

長い１日を疲れも見せず過ごしています。 

行事では、●川遊び●体験教室スラックライン●わくわく夏祭り  

を予定していて、8月 6日の夏祭りでは準備も職員と一緒に 

頑張っています。そこで、わくわく館からのお願いです。特に１日の

利用を希望する児童は毎日朝食をしっかり摂りましょう！ 

 

※ 避難訓練 実施 ※ 

～放課後児童クラブの夏休み～ 



《
８
月
の
予
定
》 

 

 

 

 

 

 

 毎日暑い日が続いていますね。おうちでもこまめに水分補給をしたり、汗を流しながらシャワーを浴び

たりして、健康で快適にこの夏を楽しく過ごしていきましょう！８月１９日（木）までは小学生が夏休みの

為、その期間中、未就園児親子の皆さんの遊ぶ空間はキッズルームのみとなりますのでご了承ください。 

 

 

～にんにん・ぴよぴよ親子体操教室の様子です～ 

今年度も大勢の皆さんに参加してもらっています！ハイハイが出来るようになり動きが活発になってく

る時期からおうちの人と一緒に運動することで、身体を動かすことが好きになりどんどん運動への意欲が

わいてきます。次回の教室は来月９/７（火）です。未体験の方も、毎回楽しみにされている方も、是非！

ご参加ください。お待ちしています。 

 

 

 

                                           

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

日 曜日 時間 行事名・内容 講師の先生・持ち物など 

8/26 木 
10:00～10:30 

10:30～11:00 

ベビービクス教室（11 ヶ月位迄） 

アフタービクス教室（大人） 
＜講師＞田中 理恵先生 

8/31 

 
火 

10:00～10:30 

（２歳児） 

10:45～11:15 

（０・１歳児） 

ぽけっと広場 

「夏の遊びを楽しもう!」 

 

（持ち物）水着（水遊び用ｵﾑﾂ可）・

着替え・帽子・ﾊﾞｽﾀｵﾙ・飲み物 

※きょうだいで参加する方は 

10 時～の時間帯にお越しく

ださい。 

※親子教室は感染状況等により休講になる場合もありますので、朝日村ホームページをご覧いただき、ご確認ください。 

（講師・幼児体操指導員） 

徳原 聡先生 

おやまのぼり 

たのしいね！ 

２歳になっても ハイハイの 

動きは大事なんだよー！ 

僕はｽｲｽｲ行けちゃうよ！ 

朝日村子育て支援センター 

ぽけっと R3. 8 月号  

ぴよぴよ親子体操（満１歳児） 

にんにん親子体操（満２歳児） 

そうだね～! 

忍者の修行、走るの速いぞ！にんにん！ 



松本広域連合では、恒例の日帰りバスツアー「ふるさと探訪」の参加者

を募集します。

今回は、日本を代表する山岳リゾート「上高地」を訪れ、歴史や自然を

熟知するネイチャーガイドの案内で、大正池から河童橋までのウォーキン

グコースを歩きます（約２時間程度）。また、自由に散策や買い物などを

お楽しみいただく時間もあります。

■対 象 松本地域（松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡）にお住まいの方

■日 時 ９月１７日（金） 午前８時～午後５時頃まで ※雨天決行

■ 松本駅アルプス口

■定 員 ４０名 ※申し込み多数の場合は抽選

（抽選結果の通知は８月２７日（金）に発送します）

■料 金 １人 ４，４００円（ネイチャーガイド料、昼食代）

■申し込み ８月２０日（金）までに往復ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号

を明記し、【松本広域連合「ふるさと探訪係」（〒３９０－１４０１

松本市波田４４１７－１）】まで投函してください。(当日消印有効)

家族・友人等で申し込む場合は、同一ハガキで必要事項を明記し

お申し込みください。

■そ の 他 新型コロナウイルス感染状況により中止となる場合があります。

参加者募集

集 合
解散場所

【問い合わせ】 松本広域連合事務局 福祉・地域課 ふるさと担当

TEL ８７－５４６１ FAX ８７－５４６２



朝日の守り人通信 
  

梅雨が明けるのが待ち遠しい今日この頃ですが雨音を聴きながらの晩酌もおつ

なものです。 

さて今回は土砂災害について考えていきたいと思います。 

水害は大雨に起因することが多いですが、その種類は河川の増水、堤防・堰堤

の決壊や破損、土石流、がけ崩れ、地滑り、・・・・と様々ありますが、朝日村

で特に注意したいのは表層崩壊による山崩れです。 深層の地盤まで崩壊土塊と

なる深層崩壊はより大規模な崩壊現象ですが、朝日村で予想される雨量で起こる

確率は低いと思われます。 朝日村内の多くの住宅地が山の斜面に面しているこ

とを考えれば表層崩壊による山崩れ・土石流には十分警戒されたいです。 

山に木がたくさんあれば崩れにくいと思われている方も大勢いると思いますが

一概にそうとは言い切れません。 松・杉などの針葉樹は地表からの高さとほぼ

同じ長さの半径で根をはりますが、日本の多くの山は間伐が進んでいないため木

が密集しすぎて表層を支える力が弱まっています。 また、植林された際に、主

根を真下に向けず寝かして植えているため地下深層まで垂下根は伸びておらずほ

とんどの主根が地下1～2ｍの深さまでしか伸びていません。このため樹木の成長

とともに山の表層面が支える負荷は年々増加する一方で、そこへ大雨が降れば山

崩れのリスクはより高まります。 

土砂災害のリスクを減らすには安定的な森林整備と地盤強化を考えた植林の実

施が欠かせません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 26号  

朝日村消防団 

編集 山﨑佳典（防災士） 
 

木曽官材市売共同組合 HP より 土砂災害ポータルひろしま より 



【前号のプチクイズの答え】 

学校の地震避難訓練ではなぜ机の下にもぐるのでしょうか？ 

正解 ： 落下物から身を守るため 

解説 ： 机の下にもぐるという訓練はもう何十年も行われており、日本人が地震に

対して反射的に行う動作と言ってもいいでしょう。 しかし皆さん一歩下がって考え

てみましょう、地震が起きたら蛍光管が落ちてきたり天井構造物が落ちてきたりする

とわかっているんです。 であれば蛍光管をＬＥＤに交換するなり落下防止材で補強

するなり、建物の建築時に落下しない天井にするなりすればいいわけですし、そもそ

も教室で椅子に座っているときに地震が発生するとは限りません。 日時場所を問

わず訓練することが肝要です。 

避難訓練の形骸化により、災害時や不測の事態に遭遇したとき思考停止状態でパ

ニックになり、冷静に自身を守るための発想や行動ができない人がほとんどだと思

います。 

教育現場での防災に対する取り組みの強化はもちろんですが、家庭環境において

も防災教育が推進されたいです。 回避できる脅威はあらかじめ極力排除し、日頃

からシュミレートしていくことが防災の第一歩です。 

 

《今号のプチクイズ》 

消火器の噴霧時間は何秒でしょう？ 

 

＊防災講習会のお知らせ 

『第 1 回朝日の守り人防災講習会』を行います。 

日時・・・8 月 1 日日曜日 午前 10 時 30分～12時 30 分（昼食込み） 

会場・・・居酒屋かっぺ（小野沢地区） 

会費・・・500 円（昼食代）  ＊昼食のいらない方は無料です。 

内容・・・家庭でできる具体的な備えと災害リスクについて 

定員は 10名で先着順で定員に達し次第募集は締め切らせていただき

ますが、今後定期開催をしていきます。 

問い合わせ番号   090-2459－8558 山﨑 








































